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１．はじめに    

 昨年 10 月 23 日に発生した新潟県中越地震により新潟県内各地で地すべりや

山腹崩壊等の土砂災害が発生し甚大な被害が生じた。 

土砂災害危険箇所緊急点検は本震後も続く余震や降雨により新たな地すべり

等の土砂災害発生の危険性が高いことから、早急に人命に影響を及ぼすおそれ

のある土砂災害危険箇所等を点検し、２次災害防止に寄与することを目的に行

った。なお、土砂災害対策緊急支援チームの派遣は、新潟県知事からの要請に

基づき実施した。このような活動は、阪神・淡路大震災時に続く２度目のもの

で、阪神・淡路大震災時に整理された調査法

を広域調査として実際に使用した初めての

ケースである。 

 本論文は、今後、地震発生時に同様の調査

が求められる場合に備え、本点検実施時に明

らかになった「土砂災害危険箇所に対する現

地調査の危険度判定調査表（案）」の課題に

ついて一考察を述べるものである。 

 

２．土砂災害危険箇所緊急点検の概要  

 土砂災害危険箇所緊急点検は「土砂災害危険箇所に対する現地調査の危険度

判定調査表（案）」（図－１）に基づいて行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－１ 点検状況 

図－１ 土砂災害危険箇所危険度判定調査表（案） 記入例 



図－３  

土砂災害危険箇所の危険度マップ

２．１ 点検時期 

 土砂災害危険箇所緊急点検は以下のとおり実

施した。２次調査は１次調査で安全確保ができ

ず、立ち入ることが出来なかった箇所についても

危険度評価を行う必要があり追加調査として実

施した。 

１次調査 

 平成 16 年 10 月 27 日（水）～10 月 31 日（日） 

２次調査 

 平成 16 年 11 月 14 日（日）～11 月 21 日（日）    

および 12 月 9 日（木） 

２．２ 対象地域 

土砂災害危険箇所緊急点検の対象地域は以下

に示す地域（計 17 市町村）（図－２）である。

これらの自治体は新潟県中越地震で震度５弱以

上を記録したものである。 

【対象市町村】 

栃尾市、長岡市、山古志村、川口町、小千谷市、川西町、十日町市、中里村、

安塚町、越路町、堀之内町、小出町、広神村、守門村、入広瀬村、大和町、六

日町 ＊自治体の名称は合併前のものを使用 

２．３ 土砂災害対策緊急支援チームの体制 

 土砂災害対策緊急支援チームは、国土交通

省職員、都道府県職員及び砂防ボランティア

等で編成した。１次調 査には 延べ 508 名が、

２次調査には延べ 403 人が参加した。 

２．４ 土砂災害対策緊急支援チームによる

点検結果 

土砂災害危険箇所緊急支援チームによる点

検結果は以下の表－１のとおりであった。危

険度は４段階に分けられた。１次 調 査 の結果

は点検終了翌日に新潟県に報告した。また、

２次調査の点検結果は市町村単位の「土砂災

害危険箇所の危険度マップ」（図－３）とし

て新潟県を通じて各自治体に配布された。 

 

３ ． 点 検実 施時の問 題および 解決策  

 土 砂 災 害 危 険 箇 所 緊 急 点 検 実 施 時 に

図－２ 点検対象地域 
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表－１ 点検結果一覧 

危険度特Ａ 小規模な河道閉塞が生じているもの

危険度　Ａ 危険度大であり、ただちに緊急措置を必要とするもの

危険度　Ｂ 危険度中であり、緊急性が低いもの

危険度　Ｃ 危険度小であり、現時点では異常が認められないもの

は、従来の調 査法で想 定できな かった新 たな問題 が生じた。その多 くは

２次 調査で改 善された。しかし、今後の 課題とし て残され るものも あっ

た。以下に 本点検実施時に明らかになった問題点およびその解決法を列挙して

いく。 

３ ． １  基 礎 情 報の不 足  

① 土 砂災害危 険箇所情 報の入手  

情 報 を保有す る県の担 当事務所 そのもの が被災し たため、混乱を生じ

必要 な情報を 担当事務 所から入 手するこ とができ なかった 。  

【 解 決策】点検実施に あたって は県庁か ら情報を 取り寄せ 対応した が必

要な 情報のす べてを入 手出来た 訳ではな かった 。今後は土 砂災害危 険箇

所 デ ー タ の デ ー タ ベ ー ス 化 を 進 め る と と も に バ ッ ク ア ッ プ デ ー タ を 自

身の 都道府県 以外で保 管する必 要が考え られる。  

② 土 砂災害危 険箇所の 整理  

土 砂 災害危険 箇所（土石流危険 渓流・地すべり危 険箇所・急傾斜地 危

険箇 所）がそ れぞれの 事象ごと に地図に プロット されたも のしか入 手で

きず 点検効率 が悪かっ た。  

【 解 決策】２次調査時 にはすべ ての土砂 災害危険 箇所を１ 枚の図面 に集

約す ることで 効率的か つ漏れの ない点検 を実施で きた。  

③ 交 通情報  

地 震 に 伴 う 道 路 の 寸 断 に よ り 予 定 通 り 調 査 地 点 に た ど り 着 け な か っ

た 。特に新潟 県中越地 震におい ては被災 地が中山 間地に位 置したた め現

地の 状況把握 に時間を 要した。  

【 解 決策】警察や道路 管理者と の正確な 情報の共 有を進め ることで 対応

した 。  

３ ． ２  通 信 手 段  



携 帯 電 話 不 感 地 帯 で の 作 業 に あ た っ て は 可 能 な 限 り 衛 星 携 帯 を 配 備

する 等対策を 講じたが 、砂防の 現場とな る入り組 んだ山間 地域では 衛星

携帯 でも通信 が困難な 事態が生 じた。  

【 解 決策】携帯電話通 話可能エ リアに移 動しての 定時連絡 等で安全 を確

認し ながら作 業を行っ た。全部 の班との 連絡に時 間を要し 本部側の 負担

が大 きかった ものの、 調査員の 最大限の 安全確保 が図られ た。  

３ ． ３  安 全 の 確保  

 無 理 の ない 点検を実 施し、危険な箇所 へは立ち 入らない よう指導 し安

全確 保を図っ たものの 最終的な 安全判断 が現場の 責任者に 委ねられ た。 

【 解 決策】作業中止基 準の設定 を行った（雨量等 ）ほか 、事前ミー ティ

ング で余震発 生を考慮 し無理の ない作業 をするこ との再確 認を行っ た。 

３ ． ４  点 検 結 果の質 の確保  

当 初 は調査表 記入例が なく、調 査員ごと に表記の レベルが 異なった。 

【 解 決策】２ 次調査で は記入例 を配布し 表記の最 低レベル を確保し た。 

 

４ . 今 後 解 決すべき 課題  

４ ． １  場 所 の 同定  

現 地 に不慣れ な調査員 が土砂災 害危険箇 所の同定 にとまど った。土砂

災 害 危 険 箇 所 の カ ル テ を 配 布 す る こ と で 既 存 の 土 砂 災 害 危 険 箇 所 情 報

を点 検者に提 供すると 同時に、カーナビ、ＧＰＳ の利用等 の工夫が なさ

れた ものの、点検を行 う上での 最大の課 題であっ た。今後、土砂災 害危

険 箇 所 ご と に 地 元 住 民 へ の 啓 発 の 意 味 を 含 め 土 石 流 危 険 渓 流 の 看 板 設

置等 の対応を とる必要 があると 思われる 。  

４ ． ２  危 険 度 判定の 基準  

 個 人 の 判 断 に よ り 差 が 生 じ て し ま う 部 分 が 完 全 に 払 拭 し 切 れ て お ら

ず、更なる改 良の余地 が考えら れる。今後、点検 信頼度を 上げるた めに

も 誰 が 判 断 し て も 同 じ 結 果 が 出 せ る よ う な 客 観 的 で あ り か つ 簡 便 な 判

定基 準を作成 していく 必要があ る  

 

５ ． お わり に  

本論文で述べた工夫は全て実際に点検を行う中で考え出されてきたものであ

った。そして、１次調査の問題への解決策は２次調査で確実に効果を発揮した。

当たり前のことを当たり前に行えなくなるのが「災害時」であった。 

新潟県中越地震に伴う土砂災害の特徴として「中山間地域での災害」という

点があった。災害は発生する場所ごとの特徴がある。今後、既存の調査法を地

域ごとの特性を加味したものに更新した調査法（マニュアル）を作成していく

ことで同様の災害が発生した際にきめ細かな対応が可能になると思われる。 


